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三
月
議
会
報
告

おぜき栄子・鳥井やすこの議案賛否
会期は、2月26日から3月24日でした。

主な議案

①市民会館廃止条例

②令和２年度一般会計補正予算

③令和３年度予算

日本共産党議員団は下記の7つの議案に反対し、

市民会館廃止条例の継続審査に賛成ました。（討論

の要旨は、下記の通り）

議
案
第
24
号

市
民
会
館
廃
止
条
例
に
つ
い
て

継
続
審
査
に
賛
成

標準介護保険料1100円（年）の引き上げ
議案第１１号・介護保険条例の改正

議案第２６号・令和３年度一般会計予算
介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療

議案第27～29､31号・令和３年度特別会計予算

高齢者負担の介護保険
料で賄うという条例改正
市民税非課税者が全体
の6割を超え、普通徴収
者（年金18万円以下）も
多く、低所得者への配
慮の欠けた引上げ。紙
おむつ支給の公費負担
をなくすことは、介護保
険料引き上げにつなが
ります。

栃木県による実地検査の結果、遊びを指導する児童厚生員の配
置困難を理由に児童福祉法で定める児童遊園を4か所を廃止。そ
のうち2か所は、すでに街区公園として位置付けているため存続し、
美人弁天の本城・鹿島町の児童遊園は廃止する条例改正。街区公
園として存続させないことは、子育て支援に反する行為です。

介護保険特別会計は、介護保険料の引上げ、これまでの度重なる利用
料の引上げに対応した精一杯の努力が必要です。
国民健康保険特別会計は、国民健康保険税の滞納しているために資
格証明書（10割負担）の発行率県内2位（2019年）。コロナ禍で発熱の症
状の場合、資格証明書でも3割負担で診療が受けられることになってい

る。この機会に資格証明書の廃止と子どもの国保税均等割の半額公費
負担を2021年から実施するべきです。
後期高齢者医療特別会計は、低所得者対象の保険料の軽減措置が9

割から7割に後退し、保険料の引上げ。国が打ち出している2割の窓口
負担の引き上げ中止の働きかけを行うべきです。

2021年～23年の介護給付費を見込み、介護給付費準備基金１１億
円のうち、8億円を繰り入れを勘案した介護保険料の引き上げ（1.5～
1.8%）を行うことと約8割を公費で賄ってきた紙おむつ給付事業を全額

美人弁天の本城・鹿島の児童遊園を廃止
議案第18号児童遊園の廃止

新型コロナ感染症対策が不充分
ワクチン接種の効果が充分に得られるまでの足利市の取り
組みに明確なビジョンが見えない。感染症対策の基本であ
る「検査と隔離」について積極的な策を実行すべきです。
十分ではない災害対策
2019年の台風被害、2020年のコロナ、2021年の林野火災。
災害は予告なしに発生する。防災は年々更新されるべきと
指摘しました。
無責任なマイナンバーカード対応
所有率が21％に留まっているのは不安があり、信頼性に欠
けるからです。その不安を解消することなく市民にマイナン
バーカードの所有を進めることは看過できません。

介護保険料の改定

区分 アップ率

第1段階 19,600 円 19,900 円 1.5%
第2段階 32,700 円 33,300 円 1.8%
第3段階 45,800 円 46,600 円 1.7%
第4段階 53,700 円 54,600 円 1.7%

＊第5段階 65,500 円 66,600 円 1.7%
第6段階 73,300 円 74,500 円 1.6%
第7段階 78,600 円 79,900 円 1.7%
第8段階 85,100 円 86,500 円 1.6%
第9段階 98,200 円 99,900 円 1.7%

第10段階 104,800 円 106,500 円 1.6%
第11段階 114,600 円 116,500 円 1.7%
第12段階 137,500 円 139,800 円 1.7%
第13段階 163,700 円 166,500 円 1.7%
第14段階 170,300 円 173,100 円 1.6%

＊第5段階が標準介護保険料

現行 改正後

西
宮
林
野
火
災
で
焼
失

し
た
両
崖
山
山
頂
付
近

の
展
望
台
。

本
議
案
は
足
高
と
足
女
高

を
統
合
し
、
現
足
女
高
と
市

民
会
館
の
敷
地
に
共
学
校
を

新
設
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
新

市
民
会
館
の
日
程
計
画
が
不

明
の
ま
ま
で
市
民
会
館
を
解

体
す
る
も
の
で
す
。
本
議
案
は

教
育
経
済
建
設
常
任
委
員
会

で
継
続
審
議
と
さ
れ
、
本
会

議
で
も
賛
成
多
数
で
継
続
審

査
と
な
り
ま
し
た
。
使
い
み
ち

の
決
ま
っ
て
い
な
い
足
高
の
土

地
と
市
民
会
館
の
土
地
を
等

価
交
換
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

福
祉
施
策
が
削
ら
れ
る
な
か

で
、
市
民
プ
ラ
ザ
の
建
替
え
と

新
市
民
会
館
の
建
設
を
セ
ッ

ト
で
行
う
税
金
の
無
駄
使
い

は
許
せ
ま
せ
ん
。
十
分
な
議
論

が
必
要
と
い
う
こ
と
で
継
続

審
査
に
賛
成
し
ま
し
た
。

おぜき 鳥井

第4号  令和２年度一般会計補正予算（第１２号） 〇 〇
第5号 手数料条例の改正 〇 〇
第6号 令和２年度一般会計補正予算（第１３号） 〇 〇
第7号 事務分掌条例及び足利市交通安全対策会議条例の改正 〇 〇
第8号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の改正 〇 〇

第9号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関 する法律に基づく個人番号の利用及び特定個
人情報の 提供に関する条例の改正

〇 〇

第10号 火災予防条例の改正 〇 〇
第11号 介護保険条例の改正 × ×

第12号
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例の改正 〇 〇

第13号

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を
定める条例の改正

〇 〇

第14号
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準等を定める条例の改正

〇 〇

第15号
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
準等を定める条例の改正 〇 〇

第16号
令和２年度介護保険特別会計 （保険事業勘定 補正予算
（第２号） 〇 〇

第17号 老人福祉センターの指定管理者の指定について 〇 〇
第18号 児童遊園条例の廃止 × ×

第19号
令和２年度国民健康保険特別会計 （事業勘定）補正予算
（第３ 号） 〇 〇

第20号 令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 〇 〇
第21号 都市公園条例及び足利市運動場条例の改正 〇 〇
第22号 渡良瀬ゴルフ場の指定管理者の指定 〇 〇
第23号 市道路線の認定、廃止及び変更 〇 〇
第24号 市民会館条例の廃止

第25号 市民プラザ条例の改正 〇 〇
第26号 令和３年度一般会計予算 × ×
第27号 令和３年度介護保険特別会計（保険事業勘定） 予算 × ×
第28号 令和３年度国民健康保険特別会計（事業勘定） 予算 × ×
第29号 令和３年度後期高齢者医療特別会計予算 × ×
第30号 令和３年度太陽光発電事業特別会計予算 〇 〇

第31号
令和３年度（仮称）あがた駅北産業団地開発事業特別会
計予算 × ×

第32号 令和３年度水道事業会計予算 〇 〇
第33号 令和３年度工業用水道事業会計予算 〇 〇
第34号 令和３年度 下 水道事業会計予算 〇 〇

第24号 市民会館条例の廃止の閉会中の継続審査 〇 〇

議案の賛否
議案 内　　容

継続審査
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コロナ禍の中で身近なお困りりごとなど
お気軽に声をおかけください。

一
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
策
に
つ
い
て

③
児
童
生
徒
へ
の
配
慮

①
滞
納
状
況
の
変
化

二
、
納
税
状
況
に
つ
い
て

②
納
税
相
談
の
周
知

三
、
公
共
交
通
に
つ
い
て

②
デ
マ
ン
ド
交
通

鳥
井
や
す
こ
の
一
般
質
問

１
．
コ
ロ
ナ
禍
で
の
財
政
運
営

お
ぜ
き
栄
子
の
一
般
質
問

産
業
団
地
優
先
か
ら

地
元
事
業
者
優
先
の
支
援
を

お
ぜ
き
：コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
中

小
の
法
人
個
人
の
事
業
所
への

支
援
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る

の
か
。

市
長
：
市
民
の
生
活
基
盤
と
な

る
事
業
所
に
対
す
る
支
援
に
全

力
で
対
応
。

お
ぜ
き
：
足
利
市
の
飲
食
店
、
タ

ク
シ
ー
会
社
、
生
花
店
な
ど
閉
店

こ
れ
以
上
の
廃
業
を
出
さ
な
い
直

接
支
援
が
必
要
で
は
な
い
か
。

当
局
：
企
業
要
望
の
多
か
っ
た
リ

ー
ス
に
対
す
る
補
助
、
新
た
な
働

き
方
対
策
と
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
に

対
す
る
宿
泊
事
業
者
と
の
実
証

実
験
と
し
て
、
宿
泊
施
設
活
用
テ

レ
ワ
ー
ク
促
進
実
証
事
業
を
行
っ

て
い
る
。

お
ぜ
き
：
あ
が
た
駅
南
産
業
団

地
は
、
42
％
を
占
め
る
企
業
が
コ
ロ

ナ
禍
で
空
き
地
の
ま
ま
で
あ
る
。

企
業
の
業
績
が
落
ち
込
ん
で
い
る

時
に
新
た
な
企
業
誘
致
を
進
め

る
の
は
、
無
謀
で
は
な
い
か
。

当
局
：
工
業
団
地
の
造
成
に
は

5
～
6
年
か
か
る
。
そ
の
先
を
見

込
ん
で
の
投
資
。

国
の
制
度
に
は
な
い
直
接
支
援

を
求
め
た
が
市
長
会
、
県
、
国
に

要
望
し
て
い
く
と
い
う
消
極
的
な

答
弁
と
な
り
ま
し
た
。

２
．
文
化
・芸
術
の
発
展
に
つ
い
て

市
民
会
館
の
解
体
は
、

延
期
し
て
十
分
な
議
論
を
！

お
ぜ
き
：
新
足
利
高
校
建
設
の

た
め
に
、
市
民
会
館
を
令
和
３

年
７
月
に
解
体
予
定
。
市
民
の

合
意
を
得
る
た
め
に
ど
の
よ
う

な
努
力
を
し
て
き
た
の
か
。

当
局
：
利
用
団
体
を
中
心
に
土

地
提
供
の
経
緯
や
新
市
民
会
館

建
設
の
検
討
状
況
、
完
成
ま
で
の

代
替
施
設
（
市
民
プ
ラ
ザ
設
備

改
修
民
間
施
設
の
借
用
）
な
ど

数
度
に
わ
た
り
説
明
。
引
き
続

き
丁
寧
な
説
明
を
行
う
。

お
ぜ
き
：
斎
場
、
南
部
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
新
た
な
建
設
計

画
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
市
民

会
館
建
設
の
財
政
的
な
裏
付
け

は
、
あ
る
の
か
。
県
と
協
議
を
行

い
、
市
民
会
館
の
解
体
の
延
期
を

検
討
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

当
局
：
国
・
県
の
補
助
金
の
確
保

基
金
の
活
用
、
有
利
な
市
債
の

導
入
、
市
民
か
ら
の
寄
付
な
ど

特
定
財
源
確
保
に
努
め
る
。
解

体
の
時
期
は
、
県
か
ら
「
令
和
４

年
の
入
学
生
が
３
年
生
時
、
半

年
間
新
校
舎
で
学
べ
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
市
民
会
館
を
7
月

に
解
体
着
手
す
る
必
要
」
が
あ
る

と
聞
い
て
い
る
。

３
．
高
齢
者
な
ど
の
市
民
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
た
め
に

お
ぜ
き
：
特
養
老
人
ホ
ー
ム
の
多
床

室
の
場
合
な
ど
の
食
費
（
２
万
円
か

ら
４
万
２
千
円
）
と
２
倍
の
負
担
増

と
な
る
低
所
得
者
（
対
象
８
０
０
人
）

で
非
課
税
世
帯
の
対
策
を
考
え
て
い

る
の
か
。

当
局
：
今
回
の
食
費
の
制
度
改
正
は

国
が
公
平
性
の
観
点
か
ら
制
度
を

見
直
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
適
切

に
対
応
し
て
行
く
。

お
ぜ
き
：
介
護
保
険
法
第
27
条
第

11
項
で
、
要
介
護
認
定
に
お
い
て

「
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
30
日
以
内

に
被
保
険
者
に
通
知
（
処
分
）
」
と
し

て
い
る
が
、
平
均
所
要
期
間
41.

6

日
と
な
っ
て
い
る
理
由
は
何
か
。

当
局
：
令
和
１
年
度
は
、
有
効
期
間

満
了
に
よ
る
更
新
申
請
が
集
中
・
増

加
に
伴
い
、
調
査
時
間
を
要
し
た
た

め
30
日
を
超
え
た
。

介
護
保
険
制
度

新
足
利
高
校
建
設
に
あ
た

り
、
県
へ
市
民
会
館
跡
地
活
用

の
提
案
を
市
民
、
文
化
団
体

な
ど
の
意
見
を
聞
か
ず
、
新
市

民
会
館
の
計
画
も
な
い
ま
ま

進
め
る
、
市
の
場
当
た
り
的
な

姿
勢
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。

要
介
護
認
定
審
査
期
間
は
、
同
時

期
の
佐
野
市
で
は
、
遅
く
と
も
30

日
以
内
に
通
知
。
認
定
審
査
期
間

が
過
ぎ
た
場
合
の
周
知
徹
底
、
介

護
保
険
料
、
利
用
料
の
引
上
げ
な

ど
介
護
保
険
制
度
の
限
界
を
指
摘

し
、
市
と
し
て
精
一
杯
の
努
力
を
求

め
ま
し
た
。

新中央消防署視察

①
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
準
備
状
況

②
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
体
制
の
状
況

鳥
井
：
か
か
り
つ
け
医
が
い

な
い
方
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
対
す
る
不
安
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
。
接
種
券
と
と

も
に
、
相
談
体
制
の
案
内
な

ど
も
一
緒
に
送
付
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
う
が
、
準
備
の

進
捗
は
ど
う
か
。

当
局
：
接
種
券
と
併
せ
て
送

付
す
る
ほ
か
に
、
あ
し
か
が
み

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
も
周
知
し
て
い
く

相
談
体
制
を
フ
ロ
ー
図
で
標

記
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
。

鳥
井
：現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
新
規
感
染

者
数
は
、
感
染
の
第
３

波
の
ピ

ー
ク
を
越
え
た
も
の
と
推
測
す

る
が
、
検
査
対
象
の
見
直
し
や

無
症
状
者
に
対
す
る
検
査
の

実
施
に
つ
い
て
、
栃
木
県
と
ど

の
よ
う
な
対
応
を
検
討
し
て
い

る
か
。

当
局
：
県
で
は
令
和
3
年
2
月

か
ら
高
齢
者
、
障
が
い
者
の
入

所
系
施
設
の
従
事
者
を
対
象

に
、
市
は
通
所
系
施
設
の
従
事

者
を
対
象
に
、
そ
れ
ぞ
れ
で
抗

原
検
査
費
用
の
助
成
を
開
始

し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
予
防
対

策
を
強
化
し
て
い
る
。
ま
た
、

国
は
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除

さ
れ
た
地
域
の
無
症
状
者
を

対
象
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を

実
施
し
て
い
る
。

鳥
井
：
令
和
３
年
１
月
に
予
定

さ
れ
て
い
た
市
立
中
学
校
の
ス

キ
ー
教
室
に
つ
い
て
は
、
各
学

校
長
の
判
断
で
延
期
や
実
施
が

決
め
ら
れ
て
い
た
。
緊
急
事
態

宣
言
の
発
令
が
検
討
さ
れ
る
中

で
の
学
校
行
事
実
施
の
判
断
は

教
育
委
員
会
の
見
解
を
ベ
ー

ス
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

当
局
：コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
ス
キ
ー

宿
泊
学
習
を
は
じ
め
と
す
る
宿

泊
的
行
事
の
実
施
に
つ
い
て
の
本

市
教
育
委
員
会
の
方
針
は
、
国
・

県
の
考
え
方
を
踏
ま
え
、
旅
行

先
の
感
染
状
況
及
び
予
防
対
策

学
校
の
感
染
防
止
策
、
保
護
者

の
考
え
、
そ
し

て
参
加
す
る
児

童
生
徒
一
人
一
人
の
自
覚
。
こ
の

4
つ
の
観
点
か
ら
総
合
的
に
判

断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

鳥
井
：新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
は
、

地
域
経
済
に
様
々
な
影
響
を

与
え
て
い
る
が
、
一
昨
年
、

昨
年
と
比
較
し
た
市
税
の
滞

納
状
況
の
変
化
と
そ
の
原
因

は
な
に
か
。

当
局
：
平
成
21
年
度
以
降
、

収
入
未
済
額
、
滞
納
者
数
と

も
毎
年
度
減
少
し
て
お
り
、

令
和
2
年
度
も
2
月
末
現
在

の
収
納
率
は
、
対
前
年
度
同

月
比
と
ほ
ぼ
同
水
準
で
推
移

し
て
い
ま
す
。
納
税
相
談
を
随

時
実
施
す
る
な
ど
、
滞
納
額

が
累
積
し
な
い
よ
う
早
期
完

納
を
促
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が

効
果
を
上
げ
て
い
る
も
の
と

分
析
し
て
い
る
。

鳥
井
：市
税
を
期
限
内
に
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
方
に
と
っ
て

可
能
な
額
で
分
割
納
付
す
る

こ
と
が
納
付
者
に
と
っ
て
も
最

善
の
選
択
と
考
え
る
が
、
納
税

相
談
体
制
の
拡
大
や
、
周
知
方

法
の
見
直
し
等
を
行
う
予
定
は

あ
る
の
か
。

当
局
：相
談
時
に
は
、
収
入
や
生

活
状
況
な
ど
、
納
付
が
困
難
な
理

由
を
伺
う
と
と
も
に
、
滞
納
額
が

累
稜
せ
ず
、
納
付
資
力
に
応
じ
た

納
付
計
画
を
立
て
、
早
期
完
納
が

で
さ
る
よ
う
相
談
者
の
状
況
に
配

慮
し
た
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

鳥
井
：新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
を
受
け
て
路
線

バ
ス
の
利
用
状
況
に
も
変
化

が
あ
る
か
。

当
局
：感
染
拡
大
に
利
用
者
数
は

影
響
を
受
け
て
い
る
。
今
後
も
感

染
症
予
防
対
策
の
徹
底
を
図
り

な
が
ら
、
安
心
し
て
生
活
路
線
バ

ス
を
御
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
努

め
る
。

鳥
井
：
コ
ロ
ナ
禍
の
交
通
手

段
と
し
て
デ
マ
ン
ド
交
通
の

導
入
は
必
須
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
市
と
し
て
今
後
ど
の

よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

当
局
：現
在
全
路
線
を
対
象
に

し
ま
し
て
、
運
転
手
の
マ
ス
ク
着

用
、
運
転
手
周
り
の
仕
切
り
の

カ
ー
テ
ン
の
設
置
、
車
内
換
気
、

車
内
の
消
毒
の
実
施
な
ど
、
様

々
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

①
生
活
路
線
バ
ス


